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本仕様書は、狭山市（以下「甲」という。）が実施する「狭山市奥富環境センター施設整備計

画基礎調査業務」に適用する。 

 

第１章 共通仕様書 

 

1．業務の目的 

甲では狭山市内で発生する廃棄物の適正処理を実施するため、狭山市奥富環境センター（ご

み処理施設を以下「本施設」という。）を整備し、平成 19 年 7 月から本格稼働を開始してい

る。本業務は、今後の施設整備方針を決定するにあたり、対策工事を施して本施設をさらに

延命化する場合と新たな施設を整備する場合の整備内容、事業スケジュール、コスト等を整

理して比較検討するものである。 

 

2．委託業務の名称 

狭山市奥富環境センター施設整備計画基礎調査業務委託 

 

3．委託業務の場所 

狭山市大字上奥富地内  

 

4．施設概要 

【狭山市奥富環境センター（廃棄物再生利用施設）】 

処理能力： 不燃ごみ・粗大ごみ系列  30ｔ/5h  

  びん・缶系列   13ｔ/5h 

稼働開始： 平成 19 年７月 

 

5．委託の期間 

契約締結日 契約日より令和 9 年 2 月 26 日まで 

 

6．業務項目 

本業務に係る項目は、共通仕様書及び特記仕様書による。 
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7．成果品 

本業務の成果品は次のとおりとする。なお、成果品の作成にあたっては事前に甲の業務担

当員と協議するものとする。 

①検討報告書（A4 くるみ製本）    3 部 

 ②同概要版  10 部 

 ③上記の電子データー式（CD-R など） 

 

8．業務管理 

(1)本業務の受注者（以下「乙」という。）は、円滑な進捗を図るため十分な知識、経験を有

する管理技術者を定め各業務を行わせなければならない。なお、管理技術者は、技術士法

で定める技術士（衛生工学部門の廃棄物関係）資格を有すること。 

(2)乙は契約後すみやかに業務計画書を作成し、甲に提出して承諾を得なければならない。 

(3)本業務の円滑な推進を図るため、甲及び乙は綿密な連絡を取り打合せ及び協議を行う。打

合せ及び協議事項等は全て乙が議事録を作成し、甲に提出するものとする。 

 

9．資料の貸与 

甲が所有し本業務の遂行上必要な資料は、所定の手続きによって乙へ貸与するものとする。

なお、貸与された資料は甲の請求があったとき、又は業務完了に併せて返却するものとする。 

 

10．法令等の遵守 

本業務の実施にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を始めとする関係法令、

条例、規則、通知等を遵守しなければならない。 

 

11．個人情報の取り扱い・品質管理等 

受託者は、個人情報の取扱い、品質管理等の観点より、下記外部機関の認証取得を受けて

いるものとする。なお、受託者は契約後速やかに認証取得を証明する書類（コピー）を提出

するものとし、未取得の認証がある場合は業務期間内に取得し、証明書類を提出するものと

する。 

① ISO9001（品質マネジメントシステム） 

② ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム） 

③ ISO15001（プライバシーマーク） 

④ ISO14001（環境マネジメントシステム） 

⑤レジリエンス認証 
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12．秘密の保持及び中立性 

乙は、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。また、甲の許可なしに

他の業務等に使用または公表してはならない。なお、コンサルタントとしての中立性を遵守

しなければならない。契約期間満了後においても同様とする。 

 

13．関係機関との協議 

乙は、本業務の内容について関係機関との協議を必要とするとき、または協議を求められ

た場合、その対応を行うものとする。なお、関係する官公署に関しても同様とする。 

 

14．疑義の解釈 

業務の遂行において本仕様書の内容及び本仕様書に明示されていない事項について疑義が

生じた場合は、速やかに甲と協議のうえ、甲の意図を十分理解し業務の遂行に努めなければ

ならない。 

 

15．検査及び引渡し 

本業務は、甲の検査合格をもって完了とする。なお、納品後に乙の帰すべき理由による不

備または誤りが発見された場合は、責任を持って速やかに訂正しなければならない。 

 

16．提出書類 

乙は業務の着手及び完了にあたって、次の書類を甲へ提出しなければならない。 

業務着手時 

①業務着手届 

②管理技術者選任届（経歴書及び資格を証する書類の写しを添付） 

③業務工程表 

④その他必要な書類 

業務完了時 

①業務完了届 

②成果品目録 

③成果品受渡書 

④請求書 

⑤その他必要な書類 
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第２章 特記仕様書 

1．業務範囲 

本業務の作業範囲は次のとおりである。 

①基本的事項の整理 

②施設延命化に関する検討 

③施設更新に関する検討 

④施設整備に関する比較検討 

⑥打合せ協議 

 

2．業務内容 

本業務の内容は次のとおりである。 

基本的事項の整理 

ごみ処理の現況と将来予測 

狭山市一般廃棄物処理基本計画他資料より、狭山市のごみ処理の状況（処理フロー、排

出量実績、将来予測等）について整理する。 

現有施設の概要 

精密機能検査報告書等を踏まえて、奥富環境センターの概要、劣化状況及びごみ処理実

績などについて整理する。劣化状況の把握にあたっては現地踏査を行うこと。 

周辺広域化の状況 

公表資料等を用いて、近隣市のごみ処理の状況、資源化施設の状況、将来整備計画等の

状況及び埼玉県の広域化計画、広域化の状況について整理する。 

また、本市と近隣市が共同処理を行う場合に必要となる対応、課題等を整理し、共同処

理の可能性について検討する。 

 

施設延命化に関する検討 

施設延命化に関する業務内容は次のとおりである。 

目標年次の設定 

甲のごみ処理に関する計画等をもとに、施設延命化の目標年数を設定する。 

延命化対策工事の検討 

① 工事対象設備の設定 

施設延命化する場合を想定し、精密機能検査結果及びプラントメーカーからの参

考技術提案書を徴収し、延命化に向けた改修範囲について検討を行う。 

② 工事スケジュールの検討 

延命化対策工事のスケジュールを検討する。工事スケジュールの検討にあたって

は、ごみの受入停止期間についても検討する。 
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③ 概算工事費、維持管理費の算出 

延命化対策工事の概算工事費及び維持管理費を算出する。 

④ 二酸化炭素削減効果の検討 

本工事は循環型社会形成推進交付金で実施することを想定している。延命化対策

工事による二酸化炭素削減効果を検討する。 

⑤ 財源内訳の算出 

上記の検討をもとに、財源内訳（交付金・起債・一般財源）を算出する。 

事業スケジュールの検討 

前記の検討をもとに、事業の全体スケジュールを検討する。 

 

施設更新に関する検討 

施設更新に関する業務内容は次のとおりである。施設更新場所は狭山市奥富環境センター

隣接地又は、狭山市奥富環境センター敷地内とし、更新施設が竣工するまでは本施設を稼働

し続ける条件とする。 

計画目標年次の設定 

施設整備の計画目標年次を設定する。 

施設諸元の設定 

甲のごみ処理に関する計画、実績等を参考に、計画ごみ処理量、計画ごみ質、施設規模

等を設定する。 

処理方式の検討 

① リチウムイオン電池等に起因する火災防止設備設置の検討 

② 処理システム及び処理フロー 

施設更新の場合の処理方式は現在の奥富環境センターと同等とするが、前記①の

検討結果を反映するものとして、必要な施設の基本処理システム、基本処理フローを

検討する。 

必要敷地面積の検討 

（3）で検討した処理方式の更新施設について、整備に必要となる敷地面積を検討する。 

概算工事費の検討 

① 概算工事費及び維持管理費の検討 

概算工事費及び維持管理費を検討する。 

② 財源内訳の算出 

概算工事費の検討をもとに、財源内訳（交付金・起債・一般財源）を算出する。 

事業スケジュールの検討 

施設更新の事業スケジュールを検討する。 
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施設整備に関する比較検討 

施設整備に関する比較検討に係る業務内容は次のとおりである。 

検討期間の設定 

施設を延命化する場合と更新する場合の比較検討にあたり、比較検討の対象期間を設定

する。 

ライフサイクルコストの検討 

施設を延命化する場合と更新する場合のライフサイクルコストの比較を行う。収集運搬

費については、施設更新時の建設場所が未定であるため、現状の施設位置を標準とし、検

討対象外とする。 

比較検討資料の作成 

（1）及び（2）の結果を踏まえ、甲が施設を延命化する場合と更新する場合の比較を行

うための資料を作成する。 

 

打合せ協議 

甲との打合せ協議は以下を某本とし、これらの他に打合せ協議の必要が生じた場合は適宜

対応するものとする。 

初回打合せ 

中間打合せ（3 回程度、現地踏査を含む） 

最終打合せ・成果品提出 


